
フソウアルファ通信『パステルカラー』平成２３年８月９日（火）発行

更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化しており、該当物件は、１更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化しており、該当物件は、１更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化しており、該当物件は、１更新料の設定は首都圏や関西圏などで商慣行化しており、該当物件は、１
００万件にも上るとされています。今回の最高裁判決で更新料判決が勝訴００万件にも上るとされています。今回の最高裁判決で更新料判決が勝訴００万件にも上るとされています。今回の最高裁判決で更新料判決が勝訴００万件にも上るとされています。今回の最高裁判決で更新料判決が勝訴
となり貸主様や私たち管理会社としてはとてもほっとしたかと思います。となり貸主様や私たち管理会社としてはとてもほっとしたかと思います。となり貸主様や私たち管理会社としてはとてもほっとしたかと思います。となり貸主様や私たち管理会社としてはとてもほっとしたかと思います。
以前から契約時にはご契約内容・更新について等ご説明をさせて頂いて以前から契約時にはご契約内容・更新について等ご説明をさせて頂いて以前から契約時にはご契約内容・更新について等ご説明をさせて頂いて以前から契約時にはご契約内容・更新について等ご説明をさせて頂いて
おりますが「聞いていなかった・知らなかった」といった事がないよう、契約おりますが「聞いていなかった・知らなかった」といった事がないよう、契約おりますが「聞いていなかった・知らなかった」といった事がないよう、契約おりますが「聞いていなかった・知らなかった」といった事がないよう、契約
書類の改善やよりいっそう丁寧なご説明や詳細の明記をするように致しま書類の改善やよりいっそう丁寧なご説明や詳細の明記をするように致しま書類の改善やよりいっそう丁寧なご説明や詳細の明記をするように致しま書類の改善やよりいっそう丁寧なご説明や詳細の明記をするように致しま
す。今後とも宜しくお願い致します。す。今後とも宜しくお願い致します。す。今後とも宜しくお願い致します。す。今後とも宜しくお願い致します。
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最高裁は７月１５日、３件の更新料裁判について最高裁は７月１５日、３件の更新料裁判について最高裁は７月１５日、３件の更新料裁判について最高裁は７月１５日、３件の更新料裁判について
３件とも更新料条項は消費者契約法１０条に違３件とも更新料条項は消費者契約法１０条に違３件とも更新料条項は消費者契約法１０条に違３件とも更新料条項は消費者契約法１０条に違
反せずに有効である反せずに有効である反せずに有効である反せずに有効であるとの判決をしました。との判決をしました。との判決をしました。との判決をしました。
　平成１３年４月施行の消費者契約法１０条は　平成１３年４月施行の消費者契約法１０条は　平成１３年４月施行の消費者契約法１０条は　平成１３年４月施行の消費者契約法１０条は
「消費者（借主）の義務を加重する契約で、その「消費者（借主）の義務を加重する契約で、その「消費者（借主）の義務を加重する契約で、その「消費者（借主）の義務を加重する契約で、その
利益を一方的に侵害する契約は無効」と定めて利益を一方的に侵害する契約は無効」と定めて利益を一方的に侵害する契約は無効」と定めて利益を一方的に侵害する契約は無効」と定めて
おり、更新料が該当するかどうかが争点となっており、更新料が該当するかどうかが争点となっており、更新料が該当するかどうかが争点となっており、更新料が該当するかどうかが争点となって
おりました。おりました。おりました。おりました。
最高裁が更新料の条項について判断したのは最高裁が更新料の条項について判断したのは最高裁が更新料の条項について判断したのは最高裁が更新料の条項について判断したのは
初めてであり、長い更新料問題にようやく審判が初めてであり、長い更新料問題にようやく審判が初めてであり、長い更新料問題にようやく審判が初めてであり、長い更新料問題にようやく審判が
下されました。下されました。下されました。下されました。

最高裁最高裁最高裁最高裁のののの判決判決判決判決によりによりによりにより、「、「、「、「更新料更新料更新料更新料はははは一般的一般的一般的一般的にににに、、、、賃料賃料賃料賃料
のののの補充補充補充補充ないしないしないしないし前払前払前払前払、、、、賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約をををを継続継続継続継続するためのするためのするためのするための
対価対価対価対価などのなどのなどのなどの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを含含含含むむむむ複合的複合的複合的複合的なななな性質性質性質性質をををを有有有有するもするもするもするも
のののの」」」」としとしとしとし、「、「、「、「高額過高額過高額過高額過ぎるなどぎるなどぎるなどぎるなど特別特別特別特別のののの事情事情事情事情がないがないがないがない限限限限
りりりり、、、、更新料更新料更新料更新料はははは有効有効有効有効」」」」とのとのとのとの判断判断判断判断をををを示示示示しししし、、、、訴訴訴訴えをいずえをいずえをいずえをいず
れもれもれもれも退退退退けましたけましたけましたけました。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、賃貸人賃貸人賃貸人賃貸人はははは、、、、賃料賃料賃料賃料のののの他様々他様々他様々他様々なななな名目名目名目名目のののの条件条件条件条件をををを
定定定定めめめめ、、、、またまたまたまた賃借人賃借人賃借人賃借人はははは支払支払支払支払うべきうべきうべきうべき金銭金銭金銭金銭などをなどをなどをなどを明確明確明確明確にににに
認識認識認識認識したしたしたした上上上上、、、、複数複数複数複数のののの物件物件物件物件のののの条件条件条件条件をををを比較比較比較比較しししし、、、、よりよりよりより有有有有
益益益益なななな物件物件物件物件をををを選択選択選択選択しているはずですしているはずですしているはずですしているはずです。。。。賃借人賃借人賃借人賃借人がががが明確明確明確明確
にににに認識認識認識認識したしたしたした上上上上でででで賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約のののの締結締結締結締結にににに至至至至ったのであったのであったのであったのであ
ればればればれば更新料更新料更新料更新料についてについてについてについて納得納得納得納得・・・・合意合意合意合意したこととなるしたこととなるしたこととなるしたこととなるとととと
いういういういう最終判決最終判決最終判決最終判決がががが出出出出ましたましたましたました。。。。

　　　　争争争争われていたわれていたわれていたわれていた内容内容内容内容としてはとしてはとしてはとしては、、、、今回今回今回今回のののの３３３３件件件件のののの契約契約契約契約についてについてについてについて更新期間更新期間更新期間更新期間
１１１１年間年間年間年間でででで賃料賃料賃料賃料のののの２２２２ヶヶヶヶ月余月余月余月余りのりのりのりの更新料請求更新料請求更新料請求更新料請求などはなどはなどはなどは高額高額高額高額すぎるとしてすぎるとしてすぎるとしてすぎるとして、、、、
消費者法違反消費者法違反消費者法違反消費者法違反によりによりによりにより返還返還返還返還をををを求求求求めてめてめてめて借主借主借主借主がががが提訴提訴提訴提訴していましたしていましたしていましたしていました。。。。

本社：03-3242-3155・八千代中央店：047-483-9521
八千代高津店：047-487-5451・八千代台店：047-405-5850


